
熊谷市生活排水処理基本計画（案）に対する意見及び市の考え方 

 

１ 意見募集期間 

令和２年１月２３日（木曜日）から 同年２月２５日（火曜日）まで 
 

２ 意見の提出者数及び意見の件数 

提出者数   ２名 

意見の件数  ２件 
 

３ 意見の概要及び市の考え方 

該当箇所 意 見 の 概 要 市 の 考 え 方 
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生活排水処理

基本計画 

合併処理浄化槽への転換促進のため

の具体的な方法として、補助率のアッ

プなど新たな方法等を記載いただき

たい。 

当分の間、「熊谷市浄化槽設置整備

事業補助金」及び「熊谷市合併処理

浄化槽維持管理補助金」を継続し、合

併処理浄化槽への転換を促進するた

め、周知・啓発に努めてまいります。 
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生活排水処理

基本計画図 

生活排水を集合処理している住宅団

地が浄化槽整備区域とされている。こ

のため、該当する住宅団地では、合併

処理浄化槽に設備変更することにな

り、住民に集合処理施設の廃棄を迫

るもので大きな不利益となる。 

住宅団地に設置されている集合処理

施設は、大型の合併処理浄化槽に該

当します。従いまして、集合処理施設

の利用を排除するものではありませ

ん。 

 


